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鎌倉幕府の成立が日本史上の劃期的な事件であることは疑いえない． 従って，この問題をめぐ

って多くの研究が集積されてきたこともまた当然である． しかし，これら諸研究を通じていえる

ことは，一般的に法制史的な視角からのものが多いことである， 守護・地頭の設置の問題にして

も制度史的な傾向が強い． 最近における幕府成立史の研究においても依然としてこのような傾向

を持っているように思われる．

　

ひとつの権力の成立を問題にするとき， 多様な側面からそれは考察されなければならないが，
最も主要な問題点のひとつは， その権力がいかにして在地に渉透していったかを具体的に把える

ことであろう． こうした角度から鎌倉幕府の成立を考えると，やはり地頭の設置が主要な問題と

して浮びあがってくる． いわゆる 「地頭領主制」の展開過程の追求である． 本稿は，その問題を

考える手がかりとして， 場面を南九州にとり，そこでの具体相を示そうとするものである
Ｄ．

註

　

１） 本稿は筆者の構想する「南九州における封建社会の展開過程－－薩摩国の在地構造と渋谷一族を中心と

　　

して－－」 （仮題）の第２章第１節～第３節に相当する部分の要旨である， なお第１章に相当する部分は

　　

北海道学芸大学紀要第１部Ｂ第１１巻第２号に， 「辺境における封建社会成立の前提－－島津荘を中心とし

　　

て－－」と題して発表した．
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平安末期， 九州の地は対宋貿易の上で重要な位置を占めていた１）． 平氏がこれに着目したのは

当然のことであって， 平氏政権の性格を論ずる場合に，この問題がひとつの指標としてとりあげ

られるゆえんである２）． 平氏と因縁の深い武士団は九州各地に散在していたが， 一方，平氏政権

の動揺期に反平氏の旗を挙げた武士団も多かった． 古代末期の内乱は，石母田正氏の指摘された

如く３）， 畿内や東国で展開されただけでなく全国的な規模を持つ文字通りの内乱であった， 既に

保元乱の頃，薩摩国においては阿多忠景の叛乱があり， 彼が「国人」 として在地領主コ武士の私

的な棟梁として成長しようとしたことがみられるし， 統合過程において在地領主間の激しい闘争

が展開されて．いたのである．
治承４年 （１１８０） ５月の以仁王と源頼政の挙兵に発する反平氏の動きは，．８月の頼朝ｒ

　

９月の
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義仲の挙兵によって決定的なふみ切りをみたが，九州地方でも同じような情勢が生れていた．「鎮

西謀反之輩， 逐日興盛」 「鎮西謀叛之者張本徒党十六人同意４）」 という情報は京都にも届いてい

た． 吾妻鏡には 「於鎮西有兵革，是肥後国住人菊池九郎隆直，豊後国住人緒方三郎惟能等，反平

家之故也，同意隆直之輩，木原次郎盛実法師 （中略） 己下率プぐ百余騎精兵， 固関止海陸往還，傷

平家方人原田大夫種直，相催九州軍士二千騎遂合戦
５）」 とあり， 反平氏勢力の興起と平氏方の対

応が示されている． 元暦２年 （１１８５） 長門壇の浦の決戦においても九州武士団は平氏の主力を構

成していたとみられるように， 九州は平氏の重要な基盤であった６」． この平氏の基盤に対して頼

朝が特別な配慮をしたことは推測に難くない．平氏滅亡後，九州を管領したのは範頼であったが，
彼の統治方針は明かでない． 恐らく頼朝の指示に忠実に従っていたものと考えられる．

　

頼朝は，かつての平氏の基盤だった九州の武士を御家人として組織することに意を用いた． 和

田義盛をして西国御家人の交名を注進させたり７′，

　

日向国住人富山二郎大夫義良以下の鎮西の武

士で御家人となるものについては他人の煩を止める旨の下女を出してその保護に努めたりした８｝，

しかし九州支配は必ずしも円滑にはいかず， 随所で荘園領主側と衝突したのである． 院は，鎌倉

武士の自由狼籍を止め， 顛倒せる荘園を元の如く国司，領家に付し乃貢を全くせんことを鎌倉に

訴えたので，頼朝は中原久経・藤原国平の両人を派遣し「巡検」させることにし， それとひきか

えに，範頼に鎌倉帰還を命じた
９）． 範頼の鎌倉召喚は院に対する頼朝の妥協とみることができる．

右のような情勢下に， 元暦２年８月１７日，惟宗忠久は島津荘下司職を二任ぜられた
ー０）， 彼はこれよ

り以前同年６月１５日に伊勢国波出御厨の地頭職・同国須賀荘の地頭職に任ぜられている１１）． この

両所はいずれも平信兼党類領であって， いわゆる平家没官領であった１２）． こののち同年１１月いわ

ゆる守護・地頭の設置となるのである． 前述の如く忠久は下司職に任ぜられたが，彼がまた地頭

職に任ぜられたことも明かである． 文治２年４月３日付頼朝下女１３）がそれを示している． その事

書には 「地頭惟宗忠久」 とあり，本女には次の如くある．

　

右諸国諸庄地頭成敗之条者， 鎌倉進止也，併件職，先日以彼忠久令補任畢，而今殿下依令相

　

替給， 難無領家之定， 至千恵久地頭之識者，全不可有相違 （中略） 為武士井国人等窓致自由

　

之濫行，或打妨御年貢物，或背忠久之下知，毎事令対樺之由，有其間，所行之旨， 尤以不当

　

也，自今以後，停止彼等之濫行， 令安堵住人，不可違背忠久沙汰

　

右のうち 「先日」 というのが具体的にいっのことなのか明かでない． しかし，先の下司職＝地

頭職でないとするならば， 恐くむ法文治元年１１月の守護・地頭設置以後のことに属するであろう．

このような限定を付する理由は，或る場合には下司職が地頭職と同意に用いられるからである
１４）．

のちの史料に忠久のことを島津荘目代と呼んでいる例もあるから１５），これが下司に当ると思われ，

忠久の下司職は地頭職でないと考えられる， いずれにせよ，前引下女によって，南九州の地に地

頭 （惣地頭） が設置されて， それと国人層との間に緊張関係が存在したことが示されている． ま

た欠年７月１０日付関東御教書１６）に， 「島津庄，々 官等， 不随惣地頭忠久下知之条，庄官等之企，尤

以奇怪，有対揮之輩者， 可令注申給者，前右大将殿仰如此，価執達如件」 とあるのも同様の事情

を示している． 前引下女に， 「武士＃国人」 が地頭たる惟宗忠久の下知に随わないとのべている

が， 右の史料では 「島津庄々官等」 が対拝するといっている． この 「庄官等」 が御家人であれば

問題はないが，非御家人である場合は問題である， 頼朝は奥州征伐に際して，４蕉宗忠久に命じて，

「右件庄官之中，足武器之輩，帯兵杖，来七月十日以前， 可参着関東也，且為入見参，各可存忠

節之状如件１７）」としている． これは，土着勢力を御家人を通じて動員しようとする－即ち鎌倉幕

府権力の渉透の一例となしうるが， こうした権限の行使がいかにして可能だったかという点につ

－１４

　

－
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いては不明である１８）．

　

一方，頼朝は九州に対する支配の渉透をはかるために， 側近である伊豆国御家人天野遠景を派

遣した， 彼の鎮西下向の時期は明かでないが，およそ文治元年末か同２年初め頃と推定されてい

る１９）， 遠景は頼朝の期待に応えて武断的な施策を推進し，かなりの成果を収めたとされている
２０）．

しかし彼の強引なやり方は荘園領主側の反感を買った， 内大臣家領筑後国瀬高荘について，遠景

は「煩所務抑乃貢」 えたものとして鎌倉に訴えられており， 頼朝は 「殊令驚給，速可止妨之由」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘識力）
を下命した２１）． そして遂に， 「神社仏寺之訴有其数之上，宇佐大菩薩神官不触社家致其誠，押取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　
御神領日向国宮崎庄所当， 宛行舎弟保高，或別取豊後国緒方御封田，宛下所従茂経，毎年令解怠

年中神事条，有冥神慮之恐，無顕朝憲誠哉
２２）」 というわけで， 遠景は恐らく建久６年 （１１９５）頃

に鎮西奉行を解任されたらしい， 遠景の強行策は島津荘においても問題を惹起した， 文治３年９

月９日付頼朝下女２３」がそのひとつの史料となる． 即ち， 惣追捕使遠景の下知と号して従者を島津

荘に放ち入れ荘家を菟凌したとの訴に対して， 頼朝は 「以庄目代忠久為押領使，致沙汰事」 と命

じている，

　

その後，惟宗忠久は建久８年 （１１９７） に大隅・薩摩両国の守護に任ぜられた， 即ち同年１２月３

日付前右大将家政所下女２４）によると， 「可早為大隅薩摩両国家人奉行人，致沙汰条々事」 として，
「可令催勤内裏大番事」 「可令停止売買人事」「可令停止殺害巳下狼緒事」の３条をあげている，
第１と第３は事実上いわゆる大犯三箇条と同様のものであり・， 更に同下女に 「右殺害狼籍禁制殊

甚， 宜守護国中可令停止突」とあることよりして， これは忠久に対する両国守護補任状であると

理解することができる２５）， 右の下女に基いて同年１２月２４日に，忠久は薩摩国内の御家人に対して

内裏大番を勤仕するため明春３月に参洛するように催促している２６），

　

日向国守護職についても建

久８年以後のある時期に任ぜられたらしく， 結局忠久は南九州３国の守護を兼ねた． 建仁 ３年

（１２０３） ９月，比企能員謙減事件に坐して守護職を奪われたが， 薩摩国守護職のみは間もなく返

付されたものと思われ， 以後鎌倉末に至るまで故替はなかった２７）．

　

さて一方， 千葉介常胤も女治２年８月以前に島津荘寄郡５カ郡の郡司職 （惣地頭職２８））に任ぜ

られた． もちろん常胤自身下向したわけではなく，代官として紀太清遠が職務を執行していた，

ところが代官はみだりに荘家に乱入し種々の非法をなし， 百姓らは安堵せず，荘の預所， 地頭も

その職務を遂行できぬ有様であった． そこで頼朝は 「情遠之所行， 甚以奇怪也， 以郡司職何可打

妨預所・地頭之下知哉， 自今以後， 早可停止件非道狼籍， 若尚令違背者，召取其身可処重科也
２９）」

と命じた． こうした惟宗氏や千葉氏の如き存在を通じて， 鎌倉幕府の支配は在地にも渉透してい

くのであるが， 更に具体的に在地の様相をみるために先ず薩摩国入来院関係史料をたどってみた

し、，

　

平安時代以来， 入来院の地に根を張っていたのは大伴一族であった， 平安時代を通じて， この

一族がどのような歴史をたどってきたか明かではないが， 平安末期１１～１２世紀の頃にはかなり零

落した状態にあったらしい． 伴信房は 「貧弊不堪之身」 であったが 「励微力随堪」い任料を京都

に納めて下女を賜り， 薩摩郡山田村と同車内の地頭職に任ぜられた３０）． しかし， 車内の地頭職は

国目代の横妨にあい不知行となってしまった． そこで久安３年 （１１４７） 信房は地頭職の安堵を乞

うた． 車内分については「不及力」と放棄し，山田村地頭職だけは確保しようとしたのである．
荘政所は 「任先例可為地頭職」と安堵の外題を与えた３１」．目代の横妨によって地頭職を失うという

弱さは当時の伴氏の勢力を示すものであるが，彼はまた荘別当であり入来院弁済使
３２）でもあった，

いうまでもなく入来院は寺社領のほかその大部分が「公領」即ち寄郡であった． 建久８年薩摩国
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園田帳では 「弁済便分五十五丁」「郡名分二十町」 とあるが， 信房の弁済使職も恐らくは右の
「弁

済使分」 に相当するものであろう． 一般に辺境の在地勢力の在り方の特徴は，一面で荘園の荘官

であると共に， 他面で国街機構に何らかの形で連なっている点にあると考えられるが， 信房の弁

済使職もそのひとつの表現である．

　

伴信房の山田村地頭職は久安の外題安堵にも拘らず安泰ではなかった． 恐らくは保元の乱の少

じ前の数年間にわたって起ったと考えられている阿多忠景の叛乱３３）に際して， 国内の 「権門御領

云， 御庄国街召物云押取」 という事態が惹起され， その過程で忠景の舎弟忠永は信房の山田村地

頭職を押取した． この事件がおさまると今度は仁六郎大夫兼宗が薩摩郡弁済使職として山田村地

頭職を押領した． その後， 信房の子信明が相続したが， 寿永２年 （１１８３） ８月
８日， 信明は留守

所に訴え， 兼宗の非道を止め地頭職の安堵を乞い外題をえた３４）．

　

土着勢力間に展開された抗争の‐一例として， 更に牛尿院の院司大秦元光の所領をめぐる紛争を

みたい３５）． 元光の先祖である元平が康和２年 （１１００）に 「貢節之功」 によって牛尿院 （郡）司に

任命されてから代々継承してきた． ところが応保年中（１１６１～２）元重の代に至り 「敵人家道」

が国司庁宣を構え取って知行４年に及んだ． 再び道理に任せて元重は院 （郡） 司職に還補された

が， 次い・で元永が同職を継承知行した， 承安２年 （１１７２） ごろ 「敵人重綱」 が 「以野心致濫訴」

したが， これも秦氏に道理のあることが認められた， ところが安元元年 （１１７５）に至り， 国吉な

るものが元光の名田を奪わんとしたので元光は右近衛府に訴えた． 右近衛府に訴えたのは，元光

が「相撲人」 であって同府に関係が深かったからであろう． 右近衛府は薩摩国街に対して，国吉

の横妨を止めるよう牒を送り， これは実行されたらしい３６）． 同牒は 「郡内田畠山野併無相違可知

行郡務」，といっている． 右の府｝榛にも拘らず，安元２年国吉は 「或相語国街在庁官人等， 或メ目語

島津庄官等」い元光の名田の稲を苅取るの挙に出たので， 元光はまた右近衛府に訴え安堵を乞う

た３７１．

　

右の事件に登場する国吉は， 建久図田帳にみえる牛尿院光武名５０町の名主九郎大夫国吉のこと

であろうが， 元光については同園田帳に 「永松二百四十町内院司元光」 とみえている． 秦一族の

所領に対する侵害は右の経過にもみる如く応保頃から顕著になってきたのである． 石母田氏も注

目したように， それは阿多忠景の叛乱に続く時期である． 推測するに， この頃から南九州の地に

は在地勢力間の激しい抗争がくり返されたのであろう． しかして右の秦氏の場合「敵人」は国街

在庁官人や荘官らを 「相語」 う，即ち共謀しているのであって， 元光はこの場合孤立した存在と

なっていた． 従って彼は自身が「相撲人」 であることを以て， はるかに右近衛府にその保護を依

頼するに至ったのであった， 在地諸勢力の離合集散は恐らくめまぐるしく展開されたであろう．

そしてそのことが中央の権力に頼らざるをえない原因でもあった． 換言すれば， 在地の抗争１ま他

の有力なものを南九州のこの地に引入れる条件を作ったともいえるのである． 鎌倉幕府の成立と

御家人の配置は当然在地勢力の反撃を蒙ったが， 他面，在地の分裂の故に比較的惨透しやすかっ

たともいえるのであるまいか．

　

平安末期以来の在地勢力間の抗争はそう簡単に終息したとは思われない． 先にみた伴信房・信

明父子の所領山田村はその後信明の嫡女に伝えられ， 彼女は大蔵種章の妻となったので種章が山

田村地頭職を相伝した， 文治３年７月富山四郎大夫則窓なるものが地頭職を押領したので留守所

に訴え外題安堵をえている３８）． 大蔵種章は建久園田帳に名を示す大蔵種明のことであって，本来

秦姓で，天慶の乱に純友追討使であった春実の孫であるといわれる
３９）． 彼は建久園田帳をみると，

阿多郡久吉名 （１４５町４段）名主職・高城郡三郎丸名 （１０町）名主職・薩摩郡若松名（５０町） の地
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頭．名主職・同永利名 （１８町）の地頭・名主職・入来院内寄郡 （５５町） 地頭職・頴娃郡内公領

（３４町） の郡司職などを所持する在庁官人であった． 種章の地（名）頭職はその後種信に伝えら

れたが， 彼が死去したとき代官の真清男が「庄国課役難堪之故」 を以て逃脱してしまった． その

隙に乗じて建暦 （１２１１～２） の頃， 弁済使友久がこれを押領した． 種信亡きあと所領を相続すべ

きは源宗久の妻となっていた娘大蔵氏であったので， 夫宗久は右の旨を記して建保５年 （１２１７）

８月摂関家に訴えて外題安堵をえた４０）． 大蔵氏は領主摂関家に訴えると共に鎌倉幕府にも訴えた

ので，建保６年幕府は薩摩国守護惟宗忠久に命じ右近将監友久の狼籍につき子細を尋ねしめた４１）．
忠久は右に基き「件村に大蔵氏を可令為居」と地頭代に命じた４２）， こうした事件に鎌倉幕府の成

立ということが具体的な姿をとって現れてきている． 山田村の大蔵氏の如く鎌倉幕府権力に所領

の保護を求めようとしたものがあると同時に， 飽くまでその権力＝具体的な現れである守護・地

頭権力の渉透にプロテストする土着勢力もあったわけである．意識的な反権力闘争ではなくても，
新来の勢力と土着勢力の利害が一致せぬ以上， 随所に衝突はみられた筈である． しかし，成立せ

る幕府権力は余りにも大きく， 南九州の土着勢力は余りにも小さかつたといえよう． 紛争のくり

返しの中に， 着々と封建的な体制が政治的にも進行したことは否定できない． 建久８年末の惟宗

忠久の守護補任は， 南九州の地においても幕府権力の渉透が阻止できぬ現実となったことを象徴

的に示しているが，

　

この段階で一応幕府の九州支配の基礎が確立したことをも示すのである，

はじめにのべたように， 鎌倉幕府の「成立」を問題にするとき，守護・地頭の設置が大きな意

味を持つことは否定できないであろう． しかしながら従来の諸研究は，守護・地頭－とくに地頭

設置の持つ意味を重視して， それが京都政権の基礎となる荘園にいかなる形で打撃を与えたかの

みを問題としてきた，

　

このような問題のたて方は当然次のような結論を生み出す． 即ち，京都政

権の基盤たる荘園を， 地頭を通じて鎌倉幕府が「侵略」 していくことによって政権としての優位

性を増していく， 即ち京都政権の 「没落」に結果する， と． しかし， こうしたみ方は余りにも単

純すぎるのであって， 鎌倉幕府の京都政権に対する態度を少し詳しくみていけば，事柄はそう簡

単なものとはいいきれないのである． 最近の研究はこの点を次第に明かにしつつある４３）． 律令制

的地方行政機構は意外に「健在」 であって， これを掌握せずには幕府は成立しえなかった． 前述

の如く， 辺境の在地勢力はとくに国・郡街機構に連なり地方政治を支えていた． 鎌倉幕府は当然

地方行政機構の機能を利用しなければならなかったし， また更に積極的に機構を奪取しなければ

ならなかった． この意味で，守護・地頭設置が， 荘園だけでなく， 国・郡街に対してどのよう打

撃を与えたかを充分問題にせねばならない．
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２６） 長谷場家文書・建久８年１２月２４日付島津忠久催促状（『入来文書』入来関係文書１０号）

２７） 佐藤進一前掲書（註２５）１７６頁

２８） 大日本古文書・島津家文書之一・６号・文治２年８月３日付源頼朝下文では「郡司職」といい， 入来院

　

家文書８２号・建長２年４月２８日付関東裁許状（『入来文書』）では「惣地頭」といっている，
２９） 大日本古文書・島津家文書之一・６号・文治２年８月３日源頼朝下文
３０）３１） 入来院家文書１０３号・久安３年２月９日付伴信房解状（『入来文書』）
３２） 弁済使については和歌森太郎「ベソザシ考（序説）」（『史湖』４４号），拙稿「平安京の経済構造」（『国民

　

生活史研究』２）参照．

　

ここでは平安末期南九州における弁済使の性格を示すものとして次の史料を挙げ

　

ておく．

　　　　　　　　　　

御使下家司源（花押）
　　　　　
□庄政所下 百引村
定遣弁済使職事
勾当憎安兼

｛右）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（承知力）
□人為彼職殊致勧農為令勤仕庄国口之課役，所定遣如件，住民等宜□□用之，故下

　　　　

承安五年八月十四日

　　　　

別当伴朝臣（下略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（富山文書『日向古文書集成』１０１号）

　

右の史料は弁済使の性格を二つの点で明らかにする， 第１は勧農権を持つこと，第２は荘園・国街双方へ

　

の「課役」の納入について責任を負うことである，
３３） 石母田正前掲書（註３）４９２頁

３４） 入来院家文書１０２号・寿永２年８月８日付伴信明解（『入来文書』）
３５） 本事件については，石母田正前掲書（註３）５０２頁以下に詳しい，
３６） 桑幡文書・安元元年８月日付右近衛府牒（『平安遺文』７－３７０５号）

３７） 桑幡女書・安元３年４月日付右近衛府政所下文（『平安遺女』７－３７８７号▲）

３８） 入来院家文書１０１号・文治３年７月日付大蔵種章解状（『入来文書』）

３９） 徳重浅吉「鎮西島津の庄」（『日に文化史の研究』）１１６頁

４０） 入来院家女書１２８号・建保５年８月日付源宗久愁状（『入来文書』）

４１） 大日本古文書・島津家文書之一・１４号・建保６年１０月２７日付関東御教書

４２） 大日本古文書・島津家支書之一・１５号・建保６年１１月２６日中務丞忠俊奉書

４３） 石井

　

進「鎌倉幕府と律令制度地方行政機関との関係」（『史学雑誌』６６一１１）， 同「鎌倉幕府と律令国

　

家」（『中世の法と国家』）はその代表的なものであろう．

　　　　　　　　　　　

３． 渋 谷 一 族 の 西 選

鎌倉幕府成立のはじめ， 惟宗忠久と共に島津荘に支配力を持ったのは千葉介常胤で， 彼は島津

荘寄郡５力都の郡司職 （惣地頭職）に楠任されていた． この所職は曽孫秀胤まで伝えられたが，

秀胤が宝治元年 （１２４７） ６月の三浦泰村の叛乱に坐して滅亡するや， 代って相模国の御家人渋谷
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氏がこの地に入部してきた．

　

渋谷氏はその名の示す如く，相模国高座郡渋谷荘に本拠を置く御家人であった． その出目は明

かでないが， 史上に名を示す渋谷荘司重国は桓武平氏を称し， 高望王七世の孫といっている． 平

良女流秩父氏の一族で， 秩父権守武基の男武綱は頼義の郎等として前九年の役に従軍し「武功第

一」といわれ， その男基家は武蔵国橘樹郡河崎を領じて河崎冠者といい，その男は河崎平三大夫

重家で， 重国はその男であるといわれている１）． 重国は平安末期， 平氏方に従っていた． 平治の

乱で敗れた佐々木秀義が近江国佐々木荘をすてて奥州に赴こうとしたとき， 重国は秀義の勇敢に

感じてこれを留め門客として扱った． 頼朝の挙兵に際しては， 重国はもちろん平家方として石橋

山に頼朝軍を攻めたが， 戦後に頼朝方の佐々木兄弟をかばい， その 「有情，間者莫不惑」 といわ

れている２）． 頼朝が房総の武士を率いて再び武蔵・相模に入ったとき， 重国はそれに従ったと思

われる， 頼朝は渋谷重国および次男高重の 「無二忠節」に感じて「渋谷下郷所済乃貴等」 を免除

したという３ノ．

　

重国には光重・高重・時国・重助・重近らの男子があったが， 宝治元年 （１２４７）千葉秀胤の跡

をうけて島津荘寄郡の惣地頭に任命されたのは恐らく光重である． 光重には重直・実重・重保・

重諸・定心・重貞ら６人の男子があったが， 所伝によれば太郎重直は相模国に留め， 他の５人を

薩摩国に下向させたという．そして次郎実重は東郷氏， 三郎重保は祁答院氏， 四郎重諸は鶴田氏，
五郎定心は入来院氏， 六郎重貞は高城氏の祖となったのである．

　

多くの鎌倉御家人がそうであるように渋谷氏も散在所領を持っていた４），

　

定心が父の光重から

譲与された所領は， 相模国渋谷（吉田） 上荘・伊勢国箕田大功田・美作国河会郷 （荘） それに薩

摩国入来院であった５）． 尤も既に寛元３年 （１２４５） ５月１１日， 定心は子息の明重・重経・重賢・

重純の４人に対して， 公事の勤仕について置女を書いているから６）， 父光重から所領を議得して

いたのであって， 入来院はもちろん宝治元年になって付加されたのである．

　

定心が入来院の地頭職を拝任したとき， すぐにぶつかったのは院内に住む旧来の土着勢力に対

する処置の問題であった． この地に根を張っていた伴一族の信俊は入来院内塔原村の名主職を相

伝し， 次いでそれは子の信忠に伝えられた． 文治２年 （１１８６） 千葉介常胤が郡司（惣地頭） 職に

任ぜられたが， 信忠の名主職は 「無相違」く安堵された， ところが寛元４年 （１２４６） 千葉秀胤が

鎌倉から追放された事件のとき， 信忠が訪れを怠ったという理由で名主職を没収された． これに

ついて鎌倉に訴えようとしているうちに， 秀胤は三浦泰村の叛乱に坐して滅亡し， 渋谷定心が地

頭に任命された， その際， 信忠らは新地頭定心に起請文
７）を捧げ 「和与」 した， 同起請文の要旨

は，①地頭得分に対揮せず，⑨地頭に背いて幕府に訴えない，という２項より成るものであった．

ところが３年後の建長２年 （１２５０）に至り，再び定心と信忠の間に名主職を廻って紛争が起った，

両者の争いは幕府のとりあげるところとなり 「対決」の結果判定が下された， 信忠は 「当地頭定

心可和与之由依令申， 書与起請文事， 而定心変和与， 令濫妨」 と訴えたのに対して， 定心は 「件

名主識者， 為地頭進止之間， 秀胤之時， 信忠目代官之手， 跳令補任之， 同時叉被改易畢， 髪定心

拝領件院之日， 信忠出来書起請文之間， 令還補畢， 而依成向背， 令改易畢」と弁明し．た． 問題の

核心は， 地頭に名主職の，補任・改易権＝進止権があるか否かという点にある． 幕府の裁定は次の

如くであった， 信忠は，名主職は地頭の進止に属さないと主張しているが， 秀胤が押領したとき

に訴訟せず， 没収 （押領）されたのちに定心に起請文を書いて名主職に還補された， この経過を

みれば名主職が地頭の進止権下にあることは明かである， と８）． 右の事件は，，単に辺境の一隅に

起った小事件として片付けることのできない大きな意味を持っている， 即ち， 在地における土着
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勢力の政治的・経済的な権限が， 新来の惣地頭によって否定されたのである， 鎌倉幕府の成立が

在地に与えた影響の大きさはこのようなところにも明瞭にみられる．

　

先にのべた如く， 名主職をめぐる渋谷氏との紛争に当り，伴信忠は「当識者父信俊重代職也，
当国御家人難不帯御下女，知行所領之条，、為傍例

９’」 とのべているが， これは名主職を安堵され

ることによって御家人関係が生ずるということも示すのである． 西国においては，御家人関係と

いっても東国の如く直接的な関係ではなく， はるかに弱い間接的なものであったことは周知のと

ころである． 「西国輩難不帯本御下女， 以景時奉書， 備御家人支証之条常例也
ｌｏ）」といわれる如

く， 便法を以て御家人関係が結ばれた． 天福２年（１２３４） ５月１日付関東御教書
１１）をみると，

　

一， 西国御家人所領事

　

右， 西国御家人者， 自右大将家御時， 守護人等注交名， 難令催勤大番以下課役， 給関東御下

　

女， 令領知所職之輩者不幾， 依為重代之所帯， 随便宜，或給本家領家之下知， 或以寺社惣官

　

之下女， 令相伝鰍，
とあり， 関東下女を賜るものがむしろ例外であったことを示している． こうした便法は，西国が

本来平氏の地盤であり， 鎌倉幕府としては， 在地の把握を， 旧士豪の御家人化という方策によっ

て急速に進めなければならなかった事情によるのである． 旧来からの土着勢力の上に，惣地頭と

いう形で幕府の支配をかぶせ， 土着勢力を御家人に組織すると共に，惣地頭に名主職の進止権を

持たせることによって支配を貫徹しようとしたのである．既に御成敗式目はその第３８条において，

惣地頭が所領内の名主職を押妨することを停めると共に， 「名主叉寄事於左右不顧先例， 違背地

頭者， 可被改名主職也」 と惣地頭の進止権を認めている
１２」．

　

かくして渋谷定心と伴信忠の間の紛争も， 名主職は地頭進止という原則から外れることなく，

同一線上で解決をみたのである．

　

これと全く同様な例は，高城郡に入部した重貞の男六郎大郎重

秀と難掌左近将監資通・前名主弥伴大師永の間における吉枝名をめぐる相論にも見出せる， 古枝

名は，建久図田帳には， 地積１９町で「名主在庁師高」 とある． 師高は伴氏，その後蕎は武光氏を

称した， この相論については建長４年 （１２５２） ６月３０日付関東裁許状案１３）がその大要を示してい

るので，それによってみたい． 対決は形の如く２問２答ののち幕府の裁決が出る形になっている．

その論点を整理すると次の如くである．

　

＜渋谷重秀の主張＞① 「吉枝名下地者，先例為地頭進止」 である． 資通・師永は共謀して 「一

向領家進退」 といっているが虚言である． 当名が地頭の進止に属することは，師永と舎弟高重相

論のときの師永の陳状や六波羅に進めた状および起請文にも明かである． ②師永陳状は， 師永と

子息伴二郎の前で書いたものである． 師永はその内容を存知せぬといっているが偽りである． こ

れについては別に証人もいる．

　

＜雑掌左近将鑑資通の主張＞① 「当名者，為弁済使名分領家進止」 である． しかし下地は 「一

向地頭進止」

　

である． 重秀は資通・師永が共謀しているといっているが， その事実はない． ②

「於所務者，云当名， 云余名，領家・地頭致沙汰之条，当庄例」 である．

　

く件師永の主張＞①兄弟相論のときに陳状を出したのは事実だが， これを書いたのは重秀後見

のもので， 自分は判を捺しただけである． 右陳状に 「地頭進止」 と書いてあるというが自分は全

く知らない． ②陳状を眼前で書いたというのは偽りである． 弁済使職は領家の進止である． 古枝

名下地は弁済使名である． 建保７年３月預所下女により弁済使職は他人を補したが， 舎弟高重は

名主職に補されたのである．

　

＜幕府の裁決＞名主職は地頭進止に非ずと師永が提出した証拠文書は証拠とするに足りない．

一
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「於所務者，任先例両方 （領家・地頭－阿部註） 可沙汰」 きである． 名主職は師永相伝のもので

あることは認める． 従って師永を名主職として領家・地頭の所務に従うべきである． 但し，師永

の謀書の罪はのがれがたいから， 彼の名主職を改易すべきである，
右の如く，前述の入来院の場合と同様に， 名主職は地頭の進止に属することが確認されたので

ある．

　

さて， 渋谷氏が入来院に入部した当時の入来院の構造を示す殆ど唯一の史 料は，

　

建長２年

（１２５０）１２月日付入来院内村，々 田地年貢等注文１４）である． 先ず入来院全体の構成をみると次の如
くである．

除
９

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

損

一
２

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

一

　 　 　

一

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

．

－ 除

　　　

田
２９，５．２０， 中

入

　

来

　

院
町

　

反

　　

代
１９３．８，３０． 中

　

荒

　　　　

１５．８．０．

－皆

　　

損

　　

３．２．０．中

－寺

　　

田

　　

１．４．２０，

－神

　　

田

　　　　

７．３０．

一かちしはかり

　　

２．０，
ー御

　　

佃

　　　

９．０．
－雑 色 免

　　

１．７，２０，
－紙すき免

　　　　

７．０．
ーくつ細工免

　　　

３．０．
－鍛 冶 免

　　　　

５．０，
かはしはしま

４，０．０．

　

のふん

つねみ宮とみ

　

に

　

ＩＭ
の例立用免田

　

Ｕ．４・‘Ｕ・
御 荘 佃

　　　

１．７．３０．

除 得 田
１９．８．４０． １．７．３０．

　　

２．２０．

　　　

２０．

１２．４，０．

温３．毘．Ｔ一
豊 富

年貢 米７騒ご暢 禦９２．
７２．９．１．３

義時畷．（謡話 ・ ．，。・中
）

　

除田中の荒・皆損はいわゆる 「例損」に相当するもので， 毎年きまって控除されるものであろ

う．寺田・神田は院内寺社に対して国街から給付されたものである．１余得田のうちにも寺田と「つ

ねミ宮とミの例立用免田」 がある． これらは領家が給付したものであろう． 建久図田帳には寺領

４段と社領１５町が記されているが， これとどういう関係にあるか詳かでない． 「かちしはかり」

について西岡虎之助氏は 「加地子田の意か」としている， 御佃は国街の佃の意であろうか． 雑色

免・紙すき免・くっ細工免・鍛冶免は， 国街叉は郡術に属する細工人の食料に宛てるものであろ

う． 周知の如く， 地方国・郡術は本来各種の工房を持ち手工業者を擁していたとみられる１５）． 弘

仁１３年（８２２）７月２８日に 「免天下百姓橋，事不得己可従公役者給食」との詔が出され， 翌日の太

政官符で「可給糠法， 人別日米一升， 其料充用正税」 とされ， 閏９月２０日付官符１６）でその内容が

詳細に示されている． その中から手工業関係のものを拾ってみると●，造国料紙丁・造筆丁・造墨

丁・装漢丁・造函井札丁・造年料器伏・同丁・器作・造紙丁・調綾師・同生・造餓丁等がある．
これは正税中から支弁するのであるが，

　

こうしたものが固定化して恐らく 「免田」 化していった

のではなかろぅか１７）． 次の 「かハしハしまのふん」 は不詳． 以上を除いた残り， 即ち残田のうち

損田は文字通りであるが， ８７町５段中
１８）は得田より多く， これが検注に基く文字通りの損田とす

れば，

　

この地の生産力の低さ，耕地の不安定さを示すものといえよう． 除得田中の寺社田につい

ては前述した． 御荘佃は領家佃と考える． 「ちすてん」を西岡氏は 「地子田か」 としているが不

明である． 「人々給田」 は荘園関係のものへの給田である，．これを除いた残定得田からの年貢米

一
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阿

　　　

部

　　　　

猛

を領家・国司・地頭で３分するのであるが， 国司分がやや多いけれど， ほぼ３者が近い額を取得

していることに注意すべきである， ．

　

以上， 入来院の構成をトータルにみた
のであるが， 注文には， 院内５カ村のそれぞれについて

細かく記載されている． その５力村は楠本・倉野・中村城龍・塔原・市比野である． これらすべ

てについてみるのは煩雑でもあるし紙幅の関係もあるから， のちの論述の都合上， 塔原村の分の

み表示してみる．

ず

　 　 　

顎

　 　

　

　

　 　 　 　

　
　
　

　

田
５．３０．

荒

皆

雑

御鍛

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

佃

町

　

反

　

代

　　　　　　　　　　　　　　

田
４２．９．４０．

塔 原 村一

　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　

１９．８．２０．

　　　　

－残

　　

田－

　　　　　　　

３５．４．１０．

　　　　　　　　　　

ｒ一得

　　

田

　　　　　　　　　　　　　　

１４．５．３０．

　

き員

色 免

６．０．３０．

１．４．４０．

　

３．１０．

　

２．

　

０．

　

５．

　

０．

１７．６．４．４

１８．８．４．５

１８．８．６．６

－除 得 田

細分得田Ｔ＊３．４．０．

も頭代給田÷「「÷損

　

田

　

　　　　

　　

　

　

　

　　　　　

１一得

　

田
４．０．０．

いや五郎絵田

　　

１．０．

いや二郎給田

　　

１．０．

御 荘 佃

　　　　　　

４．

田

　

田

　

２．０．２０．

　

田

　

１．３．３０．

　

田

　

１．８． ０．

． 田

　

２．２． ０．

１・０・

　

０，

１・０．

　

０．

　

４．２０．

　

２．２０．中

　　　

２０．

　　　　　　　　　　　　　　　　　

石斗

　

升合

　　　　　　　　　　　　　　

　 　

（国
方
米
）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　

右表のうち 「新一色」 とあるのは， 一色田が半輸であることから， 比較的新しい半輸地と考え

られる． ところで塔原村の分に，免田分得田 （領家分） と
地頭代給田があり，各々に「損田」「得

田」 の記載がある．，これは両者が定田形態をとっていることを示している． これに反して，諸給

田や雑色免・鍛冶免等は恐らく浮田形態をとっていたと考えられる． 浮田＝浮免であるから，こ

れは所在の地が一定しておらず， その年々の得田のうちに宛てるのである， 一般的にいって，浮

免段階では被給与者の土地に対する支配権は確立していないのであって， それが定免化するとこ

ろに支配成立の端緒が生れるのである１９）， 地頭代給田が定免であることは，そのような点で意義

がある． 地頭の得米は残定得由のうちから「分米」 として取得するが，これは段別１斗である．

残定得田は国司方のものであって， 地頭が残定得田に段別１斗をかけるというのは， 地頭権力の

国司方への穆透のしかたを示すものである，

　

次に，右の注文の作られた建長２年から８年後の正嘉２年（１２５８）９
月日付薩摩国司庁宣２０）を

地頭としての渋谷氏の支配権の問題を考える際の重要な史料である． 同庁宣は， 地頭たる重経．

重賢・荒フロ′こ対して，入来院半分の所当米を沙汰するように命じたものである
が， その内容は，

国定粋拾集石壱斗醐ー伍合鷹塞雲雀獅

　

除楽校官立用田二町五段所当米十石国定

とある， しかして本文には，

　

為請所，有限仏神事，管府役例立用田外，不論早水不熟損亡，任請女員数，可沙汰
進

とあるように， 地頭の請負になっていたのである， その請女は存在しないが，右庁宣にみえる４７

－

　

２２
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石１斗４升５合というのは，注文にいう国司方年貢米９２石の約半分に相当する，、
註

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

１） 西岡虎之助「坂東八ヵ国における武士領荘園の発達」（『荘園史の研究』下巻１）５６３頁

　

２） 吾妻鏡・治承４年８月９日，２３日，２６日条

　

３） 吾妻鏡・養和元年８月２７日条

　

４） 例えば山内氏は，備後国地獄荘・摂津国富島荘・信濃国下平田郷・相模国早河荘に所職を持っていた

（大日本古文書・山内義家文書１０号・永仁３年３月２９日付山内時通譲状），

　

５） 入来院家女書５０・５１・５６・８０号（『入来女書』）など，

　

６） 入来院家女書８０号・寛元３年５月１１日付渋谷定心置女（『入来文書』）

　

７） 入来院家文書８１号・宝治元年８月５日付伴信俊同信忠同信資連署起請文（『入来文書』）

　

８）９） 入来院家文書８２号・塵長２年４月２８日付関東裁許状（『入来文書』）

１０） 広峯文書・乾・正中元年１２月２１日付関東下知状，安田元久『地頭及び地頭領主制の研究』４１４頁

１１） 佐藤進一・池内義資共編『中世法制史料集』第１巻９１頁

１２） 筑後国上妻荘蒲原次郎丸名地頭主殿助泰房と名主足阿との相諭についての宝治２年９月１３日付関東下知

　　

状（室蘭文書）に， 「右大将家御時，拝領地頭職御下女之輩，被補惣地頭之日，令安堵名主職，号小地頭

　　

者，鎮西之例也」「（足阿の申分）建久御下女老親能拝領地頭職之後，被成下畢，是小地頭御下文也，且西

　　

国之習，被補惣地頭之所 ，々皆成置小地頭者傍例也」「（惣地頭の申分）名主識者地頭進退職也」とある，

　　

所務は惣地頭の所勘に従うべきことは「然則足阿為名主職，相従惣地頭所勘，ｊ糞有年貢以下課役者，任先

　　

例可致沙汰炎」とあるにより明らかである． 安田元久前掲書（註１０）４１２頁， 水上一久「南北朝内乱に関

　　

する歴史的考察」（『金沢大学法文学部論集』哲史篇３）２１頁参照．
１３） 入来院家文書１６３号・建長４年６月３０日付関東裁許状（『入来文書』）

１４） 入来院家文書７５号，本史料の分析は，西岡虎之肋「中世前期における荘園的農村の経済機構」（『荘園史

　　

の研究』下巻２）に詳しく行なわれている，
１５） 拙稿「平安京の経済構造」（『国民生活史研究』２）

　

１６） 類衆三代格・巻６・弘仁１３年閏９月２０日付太政官符

　

１７） 清水三男『日本中世の村落』１７６頁

　

１８） 「中」は１０代の半分を示す単位である， 歌川学「中世に於ける耕地の丈量単位」（『北大史学』２号）参

　　

照．

　

１９） 西岡虎之助前掲諭女（註１４）７５０頁，拙著『日本荘園成立史の研究』第２篇
２０） 入来院家女書１２２号（『入来女書』）

　　　　　　　　　　　　　　　　

４， 渋谷一族の分裂と統合

渋谷氏が南九州に地頭職を獲得する以前， 寛元３年 （１２４５） ５月１１日，渋谷定心は置女
１）を作

製し，４人の男子に配分した所領についての公事の負担その他についてのべている．事書には「定

置，公事件付諸事子息等可存知子細状」とある． 「三郎，四郎，五郎，二郎三郎，譲状他筆也（花

押）」とあることによって，譲状の作製と同時に書かれたものと思われる． この置女には，渋谷氏

の本領である相模国渋谷 （吉田）荘はみえていないが，これは公事免だからである
２）．

美 作国
河 会郷 伊勢大類 打毛地利 大 功

　

田 公事定田

三

　　

郎

四

　　

郎

五

　　

郎

二郎三郎～

町

　

段
１７．４

２．３

４，Ｏ

７．５

９．Ｏ ３．Ｏ

３．０

１０，４

１０，０

４．３

１．６

３，５

計 ３０．８ ９．Ｏ ６．Ｏ １０．４ ｔ９，４

表の如く，公事定田は１９町４段で， 「色々公事等， 以此田数，年来所勤来」であった． 置女は

１３条より或り，公事に関するものは５カ条である．

①

　

京都大番は４人で「公事の田数分限二したかひ」 つとめる．

マ

　

２３『
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⑧

　

鎌倉神事のときの舎人の役は三郎 （明重） がつとめる，

　

③

　

鎌倉人夫役は打毛地利・深谷・藤意の地の負担で， ３分の沢′ま打毛地利でつとめる． 人夫

　

役が多いときは女子分にも宛てる．

　

④

　

大床番役の５分の２は三郎の負担， 残りは四郎以下３人で配分負担する．

　

⑤

　

「大庭御まきをひかん時」 は深谷・藤意の在家に１００女を宛て， 落合・下深谷の２００女と

　

合せて３００女で人夫を設ける （文意通ぜず）．

残り８条の要旨を列記すると，⑥五所宮の祭礼・修理は分限に従いつとめる， ⑦鎌倉の屋地は三

郎に与えるが弟たちにも宿泊させること，⑥下人のこと，⑨女子分の在家田畠のこと， ⑲子息ら

のうち恥づべき振舞があれば， 他の兄弟が同心して所領をとりあげ配分せよ，⑪親のため孝ある

ものを親の死後に冷遇してはならない， ⑫科なき人を責めて親の仏事料を取ってはならない，⑬

所領を博英にかけるようなものがあれば，一度は兄弟がたすけ， それでもやめないときは所領を

とりあげ配分せよ．

　

宝治元年に入来院の地頭職をえた定心は当然譲状も改めたのであるが， 置女も書改めた． 建長

２年 （１２５０）１０月２０日付の同置女３）は寛元のそれとほぼ同文であるが， 所領の配分は表の如くに

なつていた．

河 会 郷 大

　　

類 打

　　

鈍 大 功 田 入

　

来

　

院 公事定田

三

　　

郎

四

　　

則～

五

　　

郎

二郎三郎

六即次郎

あ

　

ら

　

六

日ｉ反
１７．４．

２．３．

４．０．

７．５．

間

　

反
９．０．

町

　

反
３．０．

３．０．

１０．４．

町反

　　

歩
１８．７．１８０

１８．７．１８０

１８，７．１８０

１０．４．２７０

８．２．２７０

２．０．

町長

　　

歩
７．４．

４．７．１８０

３．０．

３．１．

１．２．

　

置女の条項は， 寛元の第１条・第１０条が建長のそれでは脱げ
ており， それに代って建長置女で

は２カ条が加えられている． それだけを記すと，

①

　

領家・国司両方への公事は入来院７５町の田数を基準として勤仕する，

　

②

　

子息らのうちこの所領を失うような場合には， 残りの田数 （得田） について，三郎明重が

　　

汰？少して公事を支配せしめる．

　

定心はその存生中に幾度か譲状を書いたであろう． しかし，建長５年 （１２５３）１１月２９日， 「と

しをいて， もうも・うなるによりて， この状よりさきに， いかなる状ありといふとも， 叉こののち

も別状いてくといふとも， 重経かそりやぅには， いささかのわっらひあるましき也４）」 と書き，

嫡男明重も連署しているのを最後として現存する譲状はない． その２年後の建長７年６月５日付

将軍家政所下女５）によって重経の地頭職は安堵された．

　

重経以外の庶子については直接の史料は現存しないが， 事情はほぼ同じだった筈である， 各人

は分与されたそれぞれの所領の地頭職を所持し， 独自の途を歩みはじめるのである， 先の置女に

みる如く，公事は分限に従い勤仕し， 嫡男明重が強く庶子を統率したり， 扶持したり叉は強い規

制を与えるようなことはない． それぞれ独立の御家人としての途を歩むのである， 置女が望んだ

のは，そうした一族の協力同心であった．

　

渋谷定心には５人の男子と４人の女子があったが， 史料の存するのは，そのうちの明重の後蕎

（入来院氏）・重賢の後蕎・重経の後喬 （寺尾氏） のみである． それぞれについて，その後の展

開を簡単にみたい，
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＜入来院氏＞明重は父定心から惣領として庶子に比して多くの所領を譲られたのであるが， そ

れらを諸子に配分した． 女永２年 （１２６５） ８月３日付議状６月

　

明重が平四郎有重に譲った所領

を記してあるが， それは相模国渋谷 （吉田） 上荘内情大入道西在家１宇・同荘内藤意村内の立野

５町・美作国河会郷内下森目上山宮西・薩摩国入来院内着色郷５分の３であった， 有重の所領は

女永４年６月１６日付関東下知状７増こより安堵されたが， 同日，六郎静重に譲られた河会郷内大足

村．東木屋の所領も安堵されている８）， 嫡男公重は「惣領職」 の譲りをえたのであろうが，明重

から公重への譲状は残つていない， しかし，女永７年に，塔原と市比野の堺相論に際して公重が

寺尾重経と共に， 塔原兵衛入道・市比野四郎三郎に宛てて連署の和与状を書いているのをみれ

ば９）， 彼が入来院家の惣領であったと推定してよいであろう． その後， 弘安３年 （１２８０）５月８

日，有重は所領を甥の重基 （公重の子） に譲った
ｌｏ）． 同所領は有重が父明重から譲られた全所領

であった． 有重は蒙古合戦に従軍し，弘安４年６月２９日筑前で戦死した． 弟の致重・重尚も一緒

に戦死している． 正応元年 （１２８８）１０月３日むになって，戦死した有重に対して， 勲功賞として筑

前回早良郡比伊郷地頭職 （在家４宇・田地１０町・畠地等） が宛てられた１１）．

　

有重の弟致重の所領たる渋谷 （吉田） 荘内藤意立野・河会郷内下村半分・入来院内清色村・筑

前国下長尾田地については， 致重の女子２人が正応３年頃に相諭したが，翌年和与し関東裁許状

も下された１２）． 子供は２人の女子のみであったが，辰童女は重賢流の重氏の車となり，弥陀童女

は入来院重基の室となった人である． 憶測すれば，入来院氏と重賢流の所領争いともいえるであ

ろうか． とにかく，致重流は入来院氏と重賢流に分割吸収され，消滅したことになる．

　

＜重賢流＞五郎重賢が父定心から譲られた所領は， 渋谷荘内田在家・河会郷４町・入来院１８町

７段半という少いものであったと思われる． 重賢には重継・重世・重村の３子があった． 嫡子重

継が父の重賢から譲られたのは渋谷荘上深谷郷内田在家・河会郷内亀石・土師村・入来院内副田

村であって， 正応元年６月２７日付関東下知状１３）により安堵された． 系図によると，重村は兄重継

の養子になったとされている， 次子重世は渋谷荘内屋敷・田畠・立野と河会郷内亀石・土師村お

よび入来院内副田村・阿波国大野荘北方内六方を所持していたが，大野荘は蒙古合戦の勲功賞で，

他は重賢から譲与されたものであろう， 正安元年 （１２９９）８月１７日付重世譲状１４）は 「しけよかし

そくにたふへく候」 といっているが， 系図上では重世の後畜は見出せない， 他に史料がないので

推測するほかないが， 結局は右の所領も重村の手中に入り，重継からうけた所領と共に重村の子

である重氏に渡り，これに前述の妻辰童女所領が加えられて重氏女子 （虎三） に譲られ， 彼女が

岡元重興室となって岡元家の所領に加えられたのであろう， 重世譲状が岡元家文書中にに在るこ

とは，この推測を裏付ける， かくして重賢流は岡元家に吸収され消滅したのである．

　

＜岡元氏＞岡元氏は明重の六男静重の後衛である． 静重については殆ど史料がないが，元亨２

年（１３２２） ８月１８日付議状１５）がある． 静重が妻の尼教阿に後家分として阿波国大野新荘立江内八

分一地頭職を与えたものである． これは一期分で，一期の後は「重知・重女・乙童女三人等分ニ

限永代」 り領知するよう定められていた． この３人は静重の子供である．右の所領内において「若

新田出来之時者，重知三分二，重文三分一を分領すへし」とされていた． 岡元氏はその後， 静重

一重知一重興と伝えられていくが，兄 （と思われる） の重勝は入来院氏の重基の養子嗣となった．

　

本流入来院氏は，明重一公重一長徳丸と伝えられたが， 惣領長徳丸の早逝により弟の重基が相

続した，一時その知行は舎弟次郎三郎定重 （祐重） に押領されたが， 定重の死後とりもどした
１６）
．

重基は惣領や弟の死によって偶然にも入来院氏惣領となったのであるが， このため養子の重勝は

その跡を襲うことになったのである． 既に元弘元年 （１３３１）９月１１日に重基は重勝宛の譲状１７）を

－２５

　

一
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書いており 「入来院情敷北方内村尾」 を譲っている． 次いで正慶２年 （１３３３）閏２月１５日にも譲

状を書いたようであるが１８）， 康永２年（１３４３） ２月８日付議状１９）と貞和２年 （１３４６）１１月２６日付

議状２０）で重勝に所領を譲っている． 先にふれた如く，重基は叔父有重の所領を譲られていたし，
また妻の弥陀童女が叔父致重の娘であったことから致重の所領の半分をも取得していた． もちろ

ん父公重の所領も全部相続したわけで， 従って養子嗣重勝はそれら所領を併せて相続したことに

なる． かくして，明重から出た入来院氏流は，鎌倉後期から南北朝動乱期にかけて，庶子に財産

を分与し分裂していったにも拘らず， 実際には静重流の岡元氏を分出したに止ったのである． ま

た定心以後の渋谷氏全体としても， ５人の男子に財産を分割したにも拘らず，重純・範幹流は長

く続かずして他流に吸収されたとみられ， 重賢流は入来院氏流と岡元氏流に吸収されてしまって

いた． 従って， 分出独立したのは重経の後蕎たる寺尾氏のみであったといいうる．

　

＜寺尾氏＞重経にはじまる寺尾氏の様子は史料的にもかなり詳しくあとづけることができる．
定心から所領を譲られた重経は建長７年 （１２５５） に幕府の安堵をえていたが２９

　

建治３年（１２７７）

９月１３日，所領を嫡子重通・後家いちこ （尼妙蓮・重通の実母）・孫竹鶴に譲与した， 重通に譲

った分は， 渋谷上荘内寺尾村・伊勢国箕田大功田・入来院内塔原村・相模国おおかみ郷内在家２

学と田１町・相模国四の宮のすきかきうち等であった２２）． 妙蓮の分は伊勢大功田２町大と屋敷等

・入来院塔原村内弥毛原であった．

　

これらは一期分で「こげいちこりやうしてのち，ゆっりしや

うにまかせて， をのをのちきやうすへし」とあるように， 死後は重通と竹鶴が分割領知する筈で

あった２３）， 孫の竹銭に譲られた分は渋谷上荘寺尾村の田在家・美作国河会郷内十町村河北であっ

た２４）． 以上３人の所領は弘安元年 （１２７８） ６月３日に幕府により安堵された２５）．

　

重経には嫡子重通のほかに重員 （為重） ・頼重という２人の庶子があった． ところが重経は，
建治３年に重員・顔重両人を不孝 （義絶） に処した２６）．

　

この処置に対して重員は北条義政に訴え

たので２７），義政は勘当を許すようにと木島道覚を使者として重経の許にやった． しかし重経は孫

意せず，以前に重員に与えた譲状も無効であると再び確認した， 嫡子重通に対しては右の経過を

　　　　　　　　　　

（兄

　　

弟）
のべると共に 「きやうていなれハとて， いぬもかよはさんにをきてハ， くさのかけにてもふしき

ニをもふへき也」と置女２８）している．それでも心配だったのであろう． 更に３通の置女を書いた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｛硫

　

黄

　

島’

　　

（嬢夷’
「ふけうののち， ふしきをいたすあいた， いよいよいこんまさる」 「ゆはをのしま， えそかしま

へなかすへし２９）」 といい， 彼らに所領を奪われようとしたら 「女子にても， いきのこりて候ハん

ものらよりあひて， 定仏かあとのそりやうノ・しろへし
３０Ｊ」 という憎みようである． 弘安元年５月

１８日に妙蓮・重通は鎌倉に訴状を提出し， 重員が濫妨を働くから徴粛を加えるように求めた３１），
幕府は重員を鎌倉に召進するよう美作守護代に命じたが， 重員は薩摩国入来院塔原に下向してし

まった． 美作国河会郷には妻と代官を残し置いたので， 「重道等不及取一塵得分」 ず，剰え御教

書を持参した使者を］Ｔ郷・匁，傷した． そこで重通は再び幕府に訴えたので３２）北条時宗は重員を召

進めよとの御教書を六波羅に送った３３｝． 恐らく翌弘安２年の春，重員は薩摩から鎌倉にのぼり陳

状を提出した， 同陳状
３４）は５条より成るが大意を取ると次の如くである．

①不孝・義絶に処せられたというが， 北条義政の計いで赦免されたのであるから，所領に濫妨

したというのは当らない． 美作国に下向したのち，妙蓮は渋谷荘の屋敷を押領した．

　

②鎌倉の召符に応じなかったというが，美作国にいた数カ月間に自分は何も聞いていない．

　

ＥＩ

分は薩摩国で御教書をうけとると直ぐに鎌倉に参上した． 召符に応じないといわれるのは心外で

ある．

◎自分のことを夜討・強盗・山賊・海賊の常習だというが， 全く無実の悪口である．

－

　

２６

　

－
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④重通らが自分のことを濫妨していると訴えたのは５月１９日で， 重通らの所領を安堵したのは

６月３日である． この間１２日しかない．

　

自分の陳答を開かずに一方的な訴えだけで安堵するのは

納得できない．

　

⑥重通らの持つ譲状が定仏の自筆かどうか疑わしい．

　

以上のような霞員の陳状に対して， ４月２日に妙薄・重通・竹鶴女らは重訴状３５′を提出して反
駁した．

　

①重員が義絶されたことは父重経の自筆状に明かである，

　

②従って義絶以前の譲状は無効である．

　

③安堵状を掠め給ったというが， これは既に父の存生中に二階堂行綱を通じて申請していたも

のである．

　

右の重訴状に対して重員は重陳状を提出して鎌倉の裁決をまつべきであったが「不遂問答」 ず
に奥州に逃れ下った． 弘安２年１２月２３日， 幕府はもちろん重通らの勝訴を宣した３６），

　

重通からその子息らへの所領譲与については直接の史料はない． ただ元亭から元徳に至る一族

内の所領争いの過程で渋谷別当次郎丸がのべた言葉のうちに， その間の事情を窺わせるものがあ

る３７）． それによると，重通は所領の塔原村を南北に分け，北方を惣領分として重貞に， 南方を庶

子分として惟重に譲ったが， 惣領重貞が惣領職を惟重に譲ったので，惟重は 「庶子惣領兼帯知行」

するに至ったという． 惟重には多くの子があったが，恐らく所領の処分を明確にしなかったらし

く，残後に紛争が起った． それは主として重広とその子別当次郎丸に対する重名の争いという形

で展開された，

　

元亨３年 （１３２３） ６月，別当次郎丸代惟朝は鎮西探題に次の如く訴えた， 即ち， 入来院塔原郷

内田薗は祖父惟重より相伝知行するところであるが， 伯父重名が譲状もないのに押領し苅田狼籍

に及んだので先に訴え，２度も御教書を下されたが重名はこれに応ぜず参陳しなかった．

　

よって

「急速被経御沙汰，為蒙御成敗」 め重ねて言上する，と
３８）． 重名側の申分は残っていないが，恐

らく鎮西探題は 「為末分之地」 る間，配分あるべしと裁下したらしい３９）． 即ち，惟重の死後，処

分状がなかったか叉は明瞭でなかったために右の如き処置がとられたのであろう， ところが，こ

れで問題が解決したわけではなく， 恐らく正中２年 （１３２５） に至って，重広と別当次郎丸は鎌倉

に訴えたらしい． 訴状は残っていないが，これに応えたと思われる重名の陳状の案文４０）によ っ

て， その論点をみると次の如くである．

　

＜重広の主張＞①別当次郎丸が嫡子たるべきは状４りに明かである． 重広は生得嫡子であるから

「分限亦可預家督分御計」 きである， 即ち，重広は嫡男 （法定嫡子） として， 別当次郎丸は取立

嫡子としての権利を主張する４２）． ②重名は伯母十町尼 （竹鶴女） の養子であるから，実父惟重跡

の得分親たることはできない．

　

＜重名の主張＞①別当次郎丸嫡子たるべしという惟重の状は， 別当次郎丸の母が一門の渋谷河

内太郎の娘だったので「妻女腹」 を賞していったことである． だから重広の所領はもちろん別当

次郎丸が相続すべきであろう． 「本主未分死去之時， 其子争・父子相並而可有家督之望哉」 －即ち

父子２人とも得分親に入るということはありえない． 自分は生得次男である上に， 父惟重からは
「孫次郎加分ヒ和於登羅須恩伊宛天満伊羅世候也」 という自筆状を貰っている， ②十町尼は惟重の

姉で， 惟重が扶養していたのであるが，彼が伊勢国に下向したとき宿直のために自分を十町尼の

もとに留められたのである， もし自分を養子にしたのなら書札宛書に 「十町弥四郎」 （弥四郎は

重名のこと－阿部註） と書くべきなのに 「寺尾弥四郎」と書いている， もし「就テ一目－在所，可

－
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号他人養子」 きなら， 別当次郎も薩摩国滝 （高城） 郡の自分の妹 （明言尼） のところに止住して

いたことがあるから， その養子になったというべきである． 嫡子たるべき要件は，在所によるの

ではなく本主の素意によるのである．

　

次いで同じ正中２年６月 （２７日か？） 別当次郎丸は追進状を提出した４３）． 追進状は三間三答の

のちに提出するもので， 沙汰未練書に 「追加申状トハ，三間三答之外，追訴状也」 とあるもので

ある． その採否は裁判所の判断にかかっていた
４４）． 追進状における別当次郎丸の主張を要約する

と次の如くである．

　

＜別当次郎丸の主張＞①塔原郷南方は庶子分として内重に， 北方は惣領職として別当次郎丸に

譲られたのである． ⑨重名は，一方では 「末分之跡」と称し
て配分を要求し，一方では郷内田薗

を押領している． ⑨重名は十町尼の養子である． 元亨元年事書に 「被養他人之族者，縦難望□
実

父之遺領，無譲状者，不及沙汰」 とある， 従って重名には相続権はない．

　

右に対する重名の陳情４５１は正中２年７月日付で出されたが， その要旨は次の如くであった．

　

＜重名の主張＞①訴陳は三間三答で終るべきなのに， 追進状を認めるのは 「御沙汰延引之基」

である． しかも副進具書等は大略本訴と同篇であるし４６），別当次郎丸が譲状を所持していないこ

とは既に明白になっている， ⑧十町尼には実子がある，なんで自分を
養子にとることがあろぅか，

⑨元亨元年御事書の件は 「背明文令引申之条，不可説次第」 である．

　

この争いは， 恐らく正中２年内か翌年には裁決をえたであろうが直接の史料はない． 恐らく，

惟重造領を配分すべしという判定であったと居、う． それに従って，惟重の遺族らは所領の配
分を

一応行ったかもしれないが， 簡単には折合いはつかなかったであろう． 嘉暦２年 （１３２７）閏９月

２８日付鎮西御教書４７）は重名と内重の争いにつき内重を召喚しているが， これは紛争の一端を示す

ものである． そして恐らく被相続者たちは各々の所領の安堵を幕府に要請した． しかし各人の主

張するところが異り， 同一所領を幾人かで安堵を乞うたりして，幕府も個別の安堵状を
簡単に出

すわけにはいかなかった． そこで幕府は惟重の遺領を注進させた． 嘉暦３年１２月２１日付重広注
進

状４８）はそれであるが， 翌４年５月日付重名注進状４９）は重広注進の誤り・偽りを指摘することを目

的として出された遺領注文である．

　

これら注文に基いて幕府は別当次郎丸以下８人に個別の安堵

状を出した． いずれも元徳元年 （１３２９）１０月２０日付である
５０）． 相続した８人の所領は次の如くで

あった．

　

重広～渋谷荘寺尾村内田４段・在家２宇，入来院塔原郷内田６町・在家
２０宇

　

重名～入来院塔原郷内田２町９段・在家９宇

　

別当次郎丸～入来院塔原郷内田２町９段・在家９宇

　

尼妙智～入来院塔原郷内田２町５段・在家５宇

　

内重～入来院塔原郷内田１町８段・在家３宇

　

重見～入来院塔原郷内田１町・在家２宇

　

鶴王丸～入来院塔原郷内田５段半・在家１宇

　

平氏字某～入来院塔原郷内田３段・在家１字

配分にみる如く， ここにあげられたのは本領渋谷荘と入来院塔原郷だけである． 注文には，当知

行分として， 筑前国早良都下長尾荘内田畠屋敷，
筑後国三奈木荘内畠，伊勢国大功田がみえるが，

これらがどう処分されたか明かでない． また右の配分によれば重広が惣領と認められたことは明

かである．惟重の譲状が確認されなかった以上， 生得嫡子たる重広を惣領
としたのは当然である．

重名と別当次郎丸は全く同額となっている．

　

しかし注目すべきことは，この配分によって所領が

－
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細分きれたことである． しかも寺尾一族は各々分立した一家を立てて，以後統合されることがな

かった， それぞれ小領主に転落したのである． こうした形で寺尾氏は南北朝の動乱期を迎えた．

静重に始る岡元氏にしても余り多くもない所領を持つ小領主にすぎなかった． それにひきかえ，

本流となった入来院氏は， 岡元氏を分出したのみで， 所領を分散すること少くして鎌倉期を終り

南北朝動乱以後の激動期に入っていった， しかも所領の分散を防止し，軍事力を維持するための

惣領権の強化一単独相続の形をとることにより， 岡元氏・寺尾氏に対して優位を保つことをえた

のである．

註

　

１） 入来院家文書８０号（『入来文書』）

　

２） 吾妻鏡・養和元年８月２７日条

　

３） 入来院家文書５３号，５６号（『入来文書』）

　

４） 入来院家文書５１号（『入来文書』）

　

５） 入来院家文書２１３号の１（『入来文書』）

　

６） 入来院家文書７８号（『入来文書』）

　

７） 入来院家文書７６号（『入来文書』）

　

８） 岡元家文書３８号・関東下知状写（『入来文書』）

　

９） 入来院家文書６４号，８９号・女永７年１０月１５日付（『入来文書』）

　

１０） 入来院家文書９０号（『入来文書』）

　

１１） 入来院家女書４９号・蒙古合戦勲功配分状（『入来女書』）

　

１２） 岡元家女書５号・正応４年８月２８日付（『入来女書』）

　

１３） 岡元家女書１号（『入来女書』）

　

１４） 岡元家文書７号（『入来文書』）

　

１５） 岡元家文書１４号（『入来文書』）

　

１６） 入来院家文書５２号・貞和２年１１月２６日付渉谷重基置文案（『入来女書』）

　

１７） 入来院家女書６５号（『入来文書』）

　

１８） 入来院家文書５２号（註１６）

　

１９） 入来院家女書６９号（『入来女書』）

　

２０） 入来院家女書６８号（『入来女書』）

　

２１） 入来院家女書２１３号の１・建長７年６月５日付将軍家政所下文案（『入来文書』）

　

２２） 入来院家女書２１３号の２（『入来女書』）

　

２３） 入来院家文書２１３号の９・建治３年９月１３日付渉谷重経譲状案（『入来女書』）

　

２４） 入来院家文書２１３号の１０・建治３年９月１３日付渉谷重経譲状案（『入来女書』）

　

２５） 入来院家女書２１３号の３，４（『入来女書』）

　

２６） 入来院家文書２１３号の４・建治３年４月５日付渋谷重経書状案（『入来文書』）

　

２７） 重員は北条義政のもとに蔵候していた因縁による， 入来院家文書２１３号の１５・欠年渋谷為重陳状（『入

　　

来文書』）

　

２８） 入来院家文書２１３号の５・建治３年６月２４日付置文案（『入来女書』）

　

２９） 入来院家文書２１３号の６・建治３年１０月２１日付置文案（『入来文書』）

　

３０） 入来院家文書２１３号の８・建治３年１２月１日付置文案（『入来文書』）

　

３１） 入来院家文書２１３号の１２（『入来女書』）

　

３２） 入来院家文書２１３号の１３・欠年（『入来文書』）

　

３３） 入来院家文書２１３号の１４・弘安元年８月１４日付関東御教書案（『入来女書』）

　

３４） 入来院家文書２１３号の１５（註２７）

　

３５） 入来院家文書２１３号の１６（『入来文書』）

　

３６） 入来院家女書７９号（『入来文書』）， なお美作国の渋谷一族については峯相記（続史籍集覧１）に断片的

　　

な記事がある．

　

３７） 寺尾家文書６号の１・正中２年６月日付別当次郎丸追進状案（『入来女書』）

　

３８） 寺尾家文書３号（『入来文書』）

　

３９） 寺尾家文書４号・渋谷重名陳状案（『入来女書』）， なお御成敗式目第２７条に「未処分跡事」として「右

　　

且随奉公之浅深，目礼器量之堪否，各任時宜可被分充」とある，

　

４０） 寺尾家文書４号（註３９）

　

４１） 欠字で不明ながら惟重の状－寺尾家文書６号の３・欠年６月１日付惟重書状案（『入来文書』）のことか，

－

　

２９－



阿

　　　

部

　　　　

猛

　

但し訴訟の副進文書であり， 真偽決しがたい．
４２） 法定嫡子・生得嫡子・取立嫡子等については，石井良助『日本法制史概説』３５４～５頁参照．
４３） 寺尾家女書５号・６号（『入来文書』）
４４） 石井良助『中世武家不動産訴訟法の研究』１３４～６頁参照，
４５） 清色亀鑑７号（『入来文書』）

４６） 追進状の提出は証拠書類についてのみ許されるのが通例である， 石井良助前掲書（註４４）１３６頁，
４７） 寺尾家文書９号（『入来文書』）

４８） 入来院家女書８４‐時（『入来文書』）

４９） 入来院家文書９８号，寺尾家文書１０号（『入来文書』），本文中に「如重広ｉ王女者……」という註記がある，
５０） 入来院家文書５４号・９５号（『入来文書』）

５．

　

あ

　　

と

　　

が

　　

き

　

以上本稿は， 鎌倉幕府の成立が辺境の地においてどのような意味を持ったかという点を考える

ための，ひとつの手がかりをうることを目的としたものである． 後半の， 渋谷一族の分裂と統合

についての考察は， 当然在地の構造と対応させて行われなければならぬものであるが，紙幅の関

係で次の機会に譲る，

　

ｎはしがき」 の註でものべたように， 本稿は， 「南九州における封建社会

の展開過程」 の一部であり， 次いで行う予定の鎌倉後期の在地構造， 南北朝動乱期の考察の前提

となるべきものである， 続稿は近い将来に発表するつもりである．

　

なお本稿の主要史料たる『入来女書』は朝河貫一著書刊行委員会編 （昭和３０年， 日本学術振興

会発行） のものである． ここに記して謝意を表する．
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